
～ 大阪産業局から、中小企業の皆様に成長と発展に役立つ情報をお届けいたします ～ [No.62]

2024.

 省エネ診断を受ける前に、

➡➡

（省エネ・節電ポータルサイト（令和6年度 省エネ支援サービス））

 専門家の診断を受け、現状の課題を把握し対策を実施

事業所全体ではなく、メインで使用している設備だけ診断したい場合は ➡➡

設備単位プラン（１設備） 5,500円 最大２設備まで

まるっとプラン 16,500円 1プラン、原則３設備

➡➡

設備単位プラン（１設備） 3,850円

まるっとプラン 11,500円

2025年1月上旬 まで
　　※変更となる可能性があります

一般社団法人 環境共創イニシアチブ　省エネクイック診断担当

ナビダイヤル ☎ 0570-099-013 IP電話からは ☎ 042-204-0564
（10:00～12:00／13:00～17:00　土・日・祝日を除く）

　2024年11月1日に施行されたフリーランス法は、発注事業者が守るべき義務と禁止行為が定められています。

フリーランス : 業務委託の相手方である事業者で従業員を使用しない個人か一人法人

業種・業界の限定はなく、発注事業者からフリーランスへ委託する全ての業務（物品の製造・加工、

情報成果物の作成、役務の提供）が対象

発注側に義務付けられる内容は、従業員等の有無、業務委託の期間に応じて増えます。

すべての発注者（フリーランスに発注するフリーランスも含む） ①

発注者が特定業務委託事業者（従業員がいる個人、役員または従業員がいる法人）の場合 ① ② ④ ⑥

発注者が特定業務委託事業者で、１か月を超える期間の業務を委託する場合 ① ② ③ ④ ⑥

発注者が特定業務委託事業者で、６か月を超える期間の業務を委託する場合 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

書面等による取引条件の明示義務

報酬支払期日の設定・期日内の支払い義務

禁止行為（受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、

不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直し）

募集情報の的確表示（正確かつ最新の内容）義務

育児介護等と業務の両立に対する配慮義務

ハラスメント対策に係る体制整備義務

中途解約との事前予告・理由開示義務

省エネで光熱費を削減

（効果測定コース）

事業所の省エネポテンシャルや省エネへの取り組み方を確認したい場合は

省エネ診断後に行っている運用改善の内容が的確に実施できているか評価して

欲しい、更に改善する余地があるかどうか知りたい、などを相談したい場合は

診断費用

診断費用

申込期限

お問合せ先

WEBサイトから診断を希望する事業所の所在エリア（事業実施場所）

と診断コース・プランを選択し、登録診断機関を選んで申込

希望する工場・ビルの設備１つから、安価かつ短時間で診断を実施

低コストで、運用改善、投資改善について効果的な省エネのアドバイスを受けられます。

セルフ診断

ツール

省エネクイック診断
（省エネ診断コース）

省エネクイック診断

⑥

⑦

①

②

③

④

⑤

過去３年以内に受診した省エネ診断と同一の設備について、設備の稼働状況に大きな変更

が無く、同一の登録診断機関又は専門家による診断を受ける場合が対象

フリーランス・事業者間取引適正化等法　（フリーランス法)

適用対象

対象取引

義務と禁止行為

https://www.shindan-net.jp/selfcheck
https://shoeneshindan.jp/
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/freelance/index.html


<< 情報提供者 >>

発行責任者◇◆◇公益財団法人大阪産業局産業振興部
大阪市中央区本町1-4-5 06-4256-3501 2024年12月2日発行

大阪府よろず支援拠点 　は、

　　  　　国が設置した無料の経営相談所です。

ご相談は、HPの予約申込フォームからご予約ください。

1. Venture部門 －初めての起業挑戦者－

2. Renovator部門 －第二創業・新規事業展開－

・ 中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者又は個人

・ 大阪で応募ビジネスプランの事業化を行うもの

〔Venture部門〕 ６ヶ月以内に起業予定～起業後5年未満

〔Renovator部門〕 新規事業で5年未満（起算日：2025年3月24日）

2025年1月14日(火）13:00 まで 応募書類をメールで提出（必着）

ビジコンOSAKA大阪 事務局　(公益財団法人大阪産業局 内）

☎ 06-6264-9817　(平日9:00～16:00)

2025年3月24日(月) 場所：大阪産業創造館

ビジコンOSAKAを観て、ご自身の起業・経営のブラッシュアップのヒントを！

　※STEP１～３まで無料。サポート企業のサービス利用については、各社規定により有料となります。

ご相談のお申込みは、WEBまたはお電話で ☎ 06-6271-1199　(平日9:30～17:00)　　事務局：公益財団法人大阪産業局

アーカイブ配信中!! 2025年3月31日(月) まで

 初めての外国人雇用対策セミナー  新制度『育成就労制度』について

「2025年大阪・関西万博 × 中小企業・スタートアップ」

400を超える中小企業・スタートアップが出展

 今月は、大阪シティ信用金庫〔テーマ：未来の生活空間〕 と (公財)大阪産業局(MOBIO)〔テーマ：境界を越える大阪ものづくりの技術〕

 の展示をご紹介します！

2025年6月10日～6月16日 「３DホログラムのAIアバターとコミュニケーションを取りながらヘルスチェッ

クをするシステム」や「球体形状を活かして様々な災害から身を守る樹

脂製の耐震カプセル」など、“健康・快適・サステナブル”を追求した未

来の生活空間をぜひ体験してください！＜出展：44企業＞

展示企画者：大阪シティ信用金庫

未来の生活スタイル
～スマートルーム～

2025年7月8日～7月14日 「「非接触」なのに「触覚がある」未来のドア」や「BMI（Brain

Machine Interface）脳波で動かす究極の遠隔操縦デモンスト

レーション」など、未来社会に向けて様々な境界を越える技術展示体

験をお楽しみいただけます！＜出展：13企業＞

展示企画者：公益財団法人大阪産業局(MOBIO）

MOBIO大阪パビリオン展示　No/BORdER
～国境・垣根・時代・カベを越える技術展～

  令和6年度 産業人材セミナー　 関西広域連合

外国人材の受入をテーマに、そろそろ外国人雇用も考えようかなぁという方から、すでに外国人材を受け入れているけど新制度でどうなる

の？と気になっている方まで、どなたにもご参考にしていただける内容となっています。（無料）

2025年大阪・関西万博 関連情報
大阪産業局

 万博共創ビジネス推進部

ー展示企画のご紹介⑥ー
大阪ヘルスケアパビリオン「リボーンチャレンジ」　

     　（企画・運営：中小・スタートアップ出展企画推進委員会（公益財団法人大阪産業局（事務局）・大阪商工会議所）

 STEP1　相 談 （無料）  STEP2　解決方法をご提案  STEP3　サポート企業のご紹介

採用戦略アドバイザー

が経営課題をお聞き

します。

ご希望と採用相場を考慮した

最適な採用手段をご提案。

連携する民間人材会社や公的支援

機関の中から適したパートナー企業・

機関をご紹介。お取次ぎいたします。

会場参加・オンライン視聴

募集中

中小企業のための人材採用コンシェルジュ
“人材採用”に関するご相談は、「中小企業のための人材採用コンシェルジュ」へご連絡ください。経営に関するあらゆる悩みや課題に対

して「採用」という視点から解決法をご提案し、ワンストップでサポートする人材採用総合窓口です。

応募部門

応募条件
（右の全てを満たす方）

・

募集期間

お問合せ先

最終発表会

ビジコンOSAKA 2024 
新たな価値を生み出す起業家の挑戦を応援するビジネスプランコンテスト。このビジコンでは、表彰するだけではなく、出場者全員に動

画制作及び配信によって、より広く事業をアピールする機会を提供（PR動画を撮影し配信）します。

ビジコンOSAKAで事業PRと成長のチャンスを掴んでみませんか？

賞金総額

100万円

QRコード

自動的に生成された説明

QRコード

自動的に生成された説明

©Expo 2025

https://www.yorozu-osaka.jp/
https://www.sansokan.jp/bizcon-osaka/
https://jinzai-platform.jp/
https://www.kouiki-kansai.jp/koikirengo/jisijimu/sanshin/omonatorikumi/seminarnokaisai/9368.html
https://www.osaka-city-shinkin.co.jp/expo2025LP/index.html
https://beyond-borders-expo-m-osaka.jp/
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